


本部は第２条に規定する認定条件に基づく審査を行い、終了後速やかに申請者及び地

方本部に審査結果（別紙２）を通知するとともに、認定会員に対しては認定証（別紙３）

及びプレート（別紙４：希望者のみ）を交付する。

第６条（申請事項の変更）

認定後に、社名及び資格所有社員の変更等、申請内容に変更があった場合は、速やか

に変更申請（様式３）を行なうものする。

第７条（再交付）

認定証又はプレートを亡失、毀損した場合、再交付を申請（様式４）できる。

第８条（申請費用）

申請者は、申請費用（別紙５）を協会が指定する方法で支払う。

第９条（資格の喪失、取消し）

会員が退会した場合、並びに、資格の不正使用、違法行為等があった場合は認定資格

を取り消すこととし、認定証等は協会に返還する。

第１０条（個人情報の保護）

申請等の際に協会が取得した個人情報に関しては、協会がその活動上必要とする場合

に、認定企業名、認定企業数、等の個人情報を除く情報に限り使用できるものとする。

第１１条（損害賠償）

LAN 認定制度は会員企業を一定の条件により認定するものであり、会員企業の事業活

動等により生じた顧客等の損害を補償するものではない。

第１２条（規程の遵守）

協会及び会員は、本規程に定める事項を遵守するものとする。

第１３条（その他）

本規約に定めの無い事項については、本部業務委員会で決定することとし、制度の根

幹にかかわる重要事項については理事会で決定する。

附則

本規約は平成２１年７月１日から施行する。

以上





















（別紙 ５）

LAN 認定に関する申請費用

（単位：円）

区 別 新 規 更 新 変 更 再交付

審 査 手 数 料

（すべての申請）

5,000 5,000 5,000 5,000

認定証（ケース付き）

及びプレート

5,000

（認定証）

5,000

（プレート）

5,000

（認定証のみ）

注

5,000

（認定証）

5,000

（プレート）

5,000

（認定証）

5,000

（プレート）

計
10,000

15,000

10,000 10,000

15,000

10,000

15,000

注：認定証・プレートの記載内容に変更を伴う場合に必要です。




